
      　
医
療
機
関
で
の
一
部
負
担
金
の
割
合
は
、

現
役
並
所
得
者
は
3
割
で
、
一
般
の
か
た
は

１
割
と
な
り
ま
す
。 

　
平
成
２０
年
4
月
１
日
以
降
は
、
高
齢
受
給

者
証
お
持
ち
の
か
た
は
、
2
割
負
担
と
な
り

ま
す
。 

       ※
現
役
並
所
得
者
 

　
現
役
世
代
と
同
程
度
の
負
担
能
力
を
有
し

て
い
る
者
を
「
現
役
並
所
得
者
」
と
い
い
ま

す
。 

　
前
年
度
の
課
税
所
得
（
各
種
所
得
控
除
後
）

が
年
額
1
4
5
万
円
以
上
の
７０
歳
以
上
の
か

た
、
ま
た
は
老
人
保
健
対
象
者
。
お
よ
び
同

じ
世
帯
の
７０
歳
以
上
の
か
た
、
ま
た
は
老
人

保
健
対
象
者
。 

※
そ
の
世
帯
の
右
記
該
当
者
の
年
収
が
合
計

5
2
0
万
円
未
満
（
該
当
者
が
１
人
の
世

帯
で
は
年
収
3
8
3
万
円
未
満
）
の
場
合

は
、
申
請
に
よ
り
１
割
負
担
と
な
り
ま
す
 

◎
「
国
民
健
康
保
険
　
高
齢
受
給
者
証
」
を

お
持
ち
の
か
た
へ
 

・
有
効
期
限
が
、
平
成
１９
年
7
月
３１
日
と
な

っ
て
い
ま
す
。
新
証
は
、
７
月
下
旬
に
郵

送
し
ま
す
 

・
平
成
２０
年
4
月
2
日
か
ら
平
成
２０
年
7
月

３１
日
ま
で
に
７５
歳
に
な
る
か
た
の
有
効
期

限
は
、
誕
生
日
の
前
日
に
な
り
ま
す
。
７５

歳
の
誕
生
日
以
降
は
、
後
期
高
齢
者
保
険

が
適
用
さ
れ
ま
す
 

◎
「
老
人
医
療
受
給
者
証
」（
白
色
）
を
お

持
ち
の
か
た
へ
 

　
負
担
区
分
が
変
更
に
な
っ
た
場
合
の
み
、

新
証
を
7
月
下
旬
に
郵
送
し
ま
す
。 

　
 

入
院
さ
れ
て
い
る
か
た
へ
 

（
入
院
さ
れ
る
予
定
の
あ
る
か
た
へ
） 

　
市
民
税
非
課
税
世
帯
で
、
国
民
健
康
保
険

加
入
の
か
た
、
お
よ
び
老
人
医
療
に
該
当
す

る
か
た
は
、
申
請
す
れ
ば
、
入
院
中
の
食
事

代
が
減
額
さ
れ
ま
す
。（
７０
歳
以
上
お
よ
び

老
人
医
療
に
該
当
す
る
か
た
は
、
入
院
中
の

一
部
負
担
金
に
つ
い
て
も
減
額
さ
れ
ま
す
。）

た
だ
し
、
減
額
申
請
を
し
た
月
か
ら
対
象
と

な
り
ま
す
。
な
お
、
現
在
認
定
さ
れ
て
い
る

か
た
は
、
有
効
期
限
が
7
月
３１
日
ま
で
と
な

っ
て
い
ま
す
。
引
き
続
き
入
院
さ
れ
る
か
た

は
、
更
新
の
手
続
き
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。 

必
要
な
も
の
▼
申
請
用
紙
（
市
役
所
に
あ
り

ま
す
）、
保
険
証
、
医
療
機
関
の
領
収
書

な
ど
（
入
院
中
の
か
た
） 

 

自
己
負
担
割
合
 

市
民
課（
1
内
線
2
5
7
・
2
5
8
） 

高
齢
受
給
者
証
（
国
保
）
、 

　
老
人
医
療
受
給
者
証 

　
　
　
を
お
持
ち
の
か
た
へ 

一
部
負
担
金
割
合
 

 老
人
医
療
該
当
の
か
た
 

高
齢
受
給
者
の
か
た
 

（
７０
歳
以
上
７５
歳
未
満
） 

 現

役

並

所

得

者

 

２０
年
 

 

4
月
〜
 

〜
２０
年
 

　 

3
月
 

1
割
 

1
割
 

3
割
 

1
割
 

2
割
 

3
割
 

    　
保
険
料
を
未
納
の
ま
ま
放
置
す
る
と
、
い

ざ
と
い
う
と
き
に
障
害
基
礎
年
金
や
遺
族
基

礎
年
金
を
受
け
取
れ
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。 

ま
た
将
来
、
老
齢
基
礎
年
金
を
受
け
取
れ
な

か
っ
た
り
、
年
金
額
が
少
な
く
な
っ
た
り
し

ま
す
。
そ
こ
で
、
便
利
な
下
記
の
制
度
を
ご

紹
介
し
ま
す
。 

必
要
な
も
の
▼
印
鑑
、
離
職
票
の
写
し
 

（
失
業
し
た
場
合
） 

 　
年
金
の
こ
と
で
わ
か
ら
な
い
こ
と
や
、
不

信
に
思
う
こ
と
が
あ
っ
た
ら
、
い
つ
で
も
相

談
に
応
じ
ま
す
。
お
気
軽
に
市
役
所
窓
口
ま

で
お
越
し
く
だ
さ
い
。 

①
申
請
免
除
 

　
本
人
・
配
偶
者
・
世
帯
主
の
前
年
の
所
得

が
「
所
得
基
準
」
以
下
の
場
合
に
申
請
手
続

き
を
す
る
こ
と
に
よ
り
、
国
民
年
金
保
険
料

の
納
付
が
全
額
免
除
に
な
っ
た
り
一
部
納
付

に
な
っ
た
り
す
る
制
度
で
す
。 

②
若
年
者
納
付
特
例
制
度
 

　
若
い
か
た
の
場
合
、
両
親
な
ど
（
世
帯
主
）

と
同
居
さ
れ
て
い
る
と
、
そ
の
か
た
の
所
得

が
高
い
た
め
に
免
除
に
該
当
し
な
い
ケ
ー
ス

も
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
３０
歳
未
満
の
か
た
を

対
象
に
、
本
人
と
配
偶
者
の
み
の
所
得
が
「
所

得
基
準
」
以
下
の
場
合
に
国
民
年
金
保
険
料

の
納
付
を
猶
予
す
る
制
度
で
す
。 

③
学
生
納
付
猶
予
制
度
 

　
学
生
で
本
人
の
前
年
所
得
が
一
定
額
以
下

の
場
合
に
申
請
す
る
こ
と
に
よ
り
、
保
険
料

の
納
付
が
猶
予
さ
れ
ま
す
。 

国
民
年
金
保
険
料
を

国
民
年
金
保
険
料
を 

　
納
　
納
め
る
こ
と
が
難
し
難
し
い
か
た
に 

　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
お
知
ら
せ
で
す 

市
民
課（
1
内
線
2
5
7
・
2
5
8
） 

国
民
年
金
保
険
料
を 

　
納
め
る
こ
と
が
難
し
い
か
た
に 

　
　
　
　
　
　
　
お
知
ら
せ
で
す 

年金チェックシートで 
国民年金納付記録の確認を 
年金チェックシートで 

国民年金納付記録の確認を 

市民課（1内線257・258） 

　市では、年金記録不備問題を受けて、国民年

金と厚生年金の加入期間が一目で分かるように

チェックシートの交付を行っています。年金に

ついて不明な点がありましたら、お問い合わせ

ください。 

※国民年金加入期間が水色、厚生年金加入期間

は黄色。空白部分と「×」の部分については、

社会保険事務所で確認をとる必要があります。 

勝山市職員採用試験の案内 勝山市職員採用試験の案内 

　
　
〒
9
1
1
‐
8
5
0
1
 

勝
山
市
元
町
１
丁
目
１
‐
１ 

勝
山
市 
市
長
公
室 

秘
書
・
広
報
課  

職
員
グ
ル
ー
プ（
1
内
線
2
1
6
）
 

○一般採用 

試験区分 
受験資格、要件（学歴は問わない） 

資格、免許等 

問わない 
昭和53年4月2日～ 
　　　平成2年4月1日 

昭和53年4月2日～ 
　　　昭和61年4月1日 

昭和53年4月2日～ 
　　　昭和60年4月1日 

昭和53年4月2日～ 
　　　平成2年4月1日 

管理栄養士の資格を有する人 

生年月日（下記の期間に生まれた人)

事　　　務 

土　　　木 

保　健　師 

管理栄養士 

消　　　防 

性
別 

不
　
　
　
問 

土木に関する専門技術を有する人または平成20
年3月末日までにその知識の習得が見込まれる人 

保健師の資格を有する人または平成20年3月
末日までに保健師の資格取得が見込まれる人 

普通自動車運転免許を有する人または平成20年
3月末日までにその免許の取得が見込まれる人 

○社会人採用（民間企業等職務経験者を対象とした採用） 

試験区分 
受験資格、要件（学歴は問わない） 

資格、免許等（全ての条件を満たす人） 

昭和43年4月2日～ 
　　　昭和53年4月1日 

生年月日（下記の期間に生まれた人)

事　　　務 

土　　　木 

性
別 

不
　
　
　
問 

民間企業等での実務経験が平成20年3月末
時点で5年以上ある人（注1） 

(1)民間企業等での土木に関する実務経験が
平成20年3月末時点で5年以上ある人 

（注１） 
(2)測量士または1級土木施工管理技士の資
格を有する人 

○身体障害者採用（身体障害者を対象とした採用） 

試験区分 
受験資格、要件（学歴は問わない） 

資格、免許等（全ての条件を満たす人） 

昭和53年4月2日～ 
　　　平成2年4月1日 

生年月日（下記の期間に生まれた人)

事　　　務 

性
別 

不
　
問 

(1)身体障害者手帳の交付を受けている人 
(2)自力による通勤ができ、かつ介護者なしに
職務の遂行が可能な人 

(3)活字印刷文の出題に対応できる人 

（注1）・民間企業の従業員、自営業者として、試験区分の業務を常勤で6月以上継続し、 
　　 　　通算で5年以上の職務経験のある人が該当します 
　　 　・公務員として職務に従事していた期間は対象外となります 

9広報かつやま7月号 No.629 8 広報かつやま7月号 No.629

試
験
区
分
と
採
用
予
定
人
員
▼

一
般
採
用

◆
事
　
　
　
務
　
２
人

◆
土
　
　
　
木
　
１
人

◆
保
　
健
　
師
　
２
人

◆
管
理
栄
養
士
　
１
人

◆
消
　
　
　
防
　
１
人

社
会
人
採
用

◆
事
　
　
　
務
　
１
人

◆
土
　
　
　
木
　
１
人

身
体
障
害
者
採
用

◆
事
　
　
　
務
　
１
人

※
採
用
予
定
人
員
に
つ
い
て
は
、
試
験
等

の
結
果
に
よ
っ
て
変
更
す
る
場
合
が
あ

り
ま
す

受
験
資
格
▼
下
表
の
と
お
り

受
付
期
間
▼
7
月
２０
日
（
金
）

〜
8
月
２１
日
（
火
）

午
前
8
時
３０
分
〜
午
後
5
時
３０
分

（
土
・
日
・
祝
日
は
除
く
）

申
込
方
法
▼
市
役
所
交
付
の
「
試
験
申
込
書
」

に
必
要
事
項
を
記
入
し
、
本
人
の
写
真

（
上
半
身
脱
帽
、
縦
5
㎝
×
横
5
㎝
、
申

し
込
み
前
６
月
以
内
に
撮
影
）
を
所
定
の

箇
所
に
貼
付
し
、
秘
書
・
広
報
課
職
員
グ

ル
ー
プ
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

郵
便
で
試
験
申
込
書
を
請
求
す
る
場
合

は
、
封
筒
の
表
に
「
職
員
採
用
候
補
者
試

験
申
込
書
請
求
」
と
朱
筆
し
、
中
に
、
１

4
0
円
切
手
を
貼
り
、
表
に
宛
先
を
明
記

し
た
返
信
用
封
筒
（
角
2

３３
㎝
×
２４
㎝
）

を
必
ず
同
封
し
て
く
だ
さ
い
。
申
込
書
は

試
験
区
分
に
応
じ
て
2
種
類
（「
一
般
・

社
会
人
採
用
」
と
「
身
体
障
害
者
採
用
」）

あ
り
ま
す
の
で
、
ど
ち
ら
を
請
求
す
る
の

か
を
明
記
し
て
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
入
手

で
き
、
電
子
申
請
も
可
能
で
す
。

第
１
次
試
験
▼
9
月
１６
日
（
日
）

午
前
9
時
〜
１１
時
３０
分

と
こ
ろ
▼
勝
山
市
教
育
会
館

内
　
容
▼
地
方
公
務
員
と
し
て
必
要
な
一
般

知
識
に
つ
い
て
の
択
一
式
筆
記
試
験

※
第
2
次
試
験
に
つ
い
て
は
、
第
１
次
試
験

合
格
者
に
通
知
し
ま
す

平
成
１９
年
度
勝
山
市
職
員
採
用
候
補
者

試
験
を
次
の
と
お
り
実
施
し
ま
す
。


